
川口市告示第７８９号 

 

 介護保険法第１０４条の２第２号、第７８条第２号および第１１５条の１０第２

号の規定により、下記の介護老人保健施設の廃止について告示する。 

 

令和６年１０月２２日 

 

                   川口市長 奥ノ木 信夫 

 

 

１ 事 業 者 名      医療法人 若葉会 

 

 

２ 事 業 所 名   介護老人保健施設 かわぐちナーシングホーム 

 

 

３ 事 業 所 所 在 地   川口市西新井宿１０２２－１ 

 

 

４ 介護保険事業者番号   １１５０２８０１１１ 

 

 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護老人保健施設、（介護予防）短期入所療養介護、 

（介護予防）通所リハビリテーション、 

（介護予防）訪問リハビリテーション 

 

 

６ 廃 止 年 月 日   令和６年１１月３０日 

 


